






























　心身障害児の療育指針を設定するに当って,これまでの問題点を明らかにす

るために,7 回に亘って討論を重ねてきた。その討論の柱は,次の 5つである。

　1.心理・教育的な側面と医療的側面とを統合した療育方針の設定

　2.診断及び療育方針を,療育の経過において修正していくシステムの検討

　3.施設と家庭の連携の方法

　4.医療・心理及び教育などを含めた療育に関する評価基準の設定

　5.在宅障害児の療育体制のあり方とその指導体制のあり方についての検討


